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「公立の義務教育諸学校等の教育職員 の給与等に関す る特別措置

法」の廃止及び実効性 のある学校の働 き方改革 を求める意見書 の

提 出を求める請願
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1 請願 の趣 旨

今、学校現場 で は、教員希望者 の減 少 に加 え、病気体職者 の増加や 早期退職

者 の増加 な ど、深刻 な教職員不足 に よ り子 どもたちのゆたかな学び を保 障す る

ためには、教職 員 の勤務環境 の改善 、 と りわ け長時間労働 の是正が喫緊かつ最

大 の課題 です。

昭和 46年 に制 定 され た 「公 立の義務教 育諸学校等 の教育職員 の給与等 に関す

る特別措置法」 (以 下 「給特法」)で は、教員 の勤務 と勤務態様 に特殊性 があ る

として、一律 に給 与 月額 の4%を 教職調整 額 として支給 し、時間外勤務 手 当を支

給 しない こ とが定 め られています。 しか し、実質的には荻職調整額相 当額以上

の残業 を してい る実 態 があることか ら、適 正 な時間外勤務手 当が支給 され るべ

きです。 さらに、令 和6年 4月 には、猶 予期 間が設 け られ ていた 5業 種 に労働 基

準法 に基づ く時 間外 労働 の上限規制 が適 用 され 、社会全体 が勤務 時間の適正化

にむか う中、「給特 法」適用 の教員 につい て は勤務 時間の改善 が行 われ ないまま

放置 され てい ます。

令和6年 8月 、 中央教 育審議会 は 「『 令和 の 日本型学校教育』 を担 う質 の高い教

師の確保 のた めの環境整備 に関す る総合 的 な方策 について (答 申)」 を文部科 学

大 臣に手交 しま した。「学校 の働 き方 改革 の更 な る加速化 、学校 の指導 ・運 営体

制 の充実、教 師 の処遇 改善」が示 され ま したが、教職員 の健康 と福祉 を守 るた

めの具体的な業務 削減策 は不十分で あ り、教職調整額 の増額 で は長 時 間労働 の

是正 にはな りませ ん。

よつて、国 にお いて は、毅職員 の勤務 環境 の改善 をすす め、教職員 が一人ひ

とりの子 どもに十分 向き合 える環境 の整備 と子 どもた ちのゆたかな学び を保 障

す るため、次 の措置 が講 じられ るよ う、地方 自治法第 99条 の規 定 に も とづ き、

国の関係機 関へ の意 見書提 出を請願 いた します。

2 請願事項

(1)「 給特法」 を廃 止 し労働基準法 を完 全適用 とす るこ と。

(2)実 効性 あ る学校 の働 き方改革 をすす め る観 点か ら、国 として具体 的業務 削

減策 を示す こ と。

3 要請先

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大 臣

財務大 臣

総務大 臣

文部科学大 臣


